
 

【協議事項】乗合タクシーのフリー乗降区間の設定と 

経路変更について 

 

１ 目的 

   利用者の利便性の向上から、フリー乗降区間の設定と経路の見直しを行う。 

 

２ 運行事業者 

   有限会社糸魚川タクシー 

 

３ フリー乗降区間を設定する系統と区間 

   (1)夏中・小滝駅線  

     全区間（小滝駅～小滝診療所（公民館）～岡～瀬野田～夏中 

～東峰を結ぶ区間） 

(2)木地屋・平岩診療所線 

  全区間（平岩駅～大所～木地屋を結ぶ区間） 

(3)山之坊・平岩駅線 

     全区間（平岩駅～山之坊を結ぶ区間） 

 

４ 経路を変更する系統と区間 

   (1)夏中・小滝駅線 

     廃止する区間：県道山之坊大峰小滝線の一部 

     新設する区間：市道東峰線の一部、市道夏中東峰線 

 

５ 実施期日 

   平成27年１月５日（予定） 

 

６ 協議理由 

   利用者ニーズに合わせ、フリー乗降区間の設置と経路変更を行うことにより、 

利便性の向上を図る。 
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